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研究要旨 

 本研究では、原死因を適切に記載するために死亡診断書・死体検案書の標準的な記載
例集を中心とした教育コンテンツの開発と普及・啓発を目的とする。 
 本年度は、事例集と模範記載例（標準的記載例）の内容の充実を図った。救急医学領
域では外傷や中毒、急性疾患のみならず、やや経過の長い例など、複数の病態が関与す
る事例もあり、実際の記載に際しては、医学的因果関係のとらえ方が問題になる場合も
少なくない。コンテンツの活用により、記載のしかたに悩む例での一助となることが期
待される。 

 
 
Ａ．研究目的 
 死亡診断書・死体検案書の標準的な記載例
を収載した教育コンテンツを開発し、原死因
の適切な記載についての認識の普及を目的と
する。 
 
Ｂ．研究方法 
 研究開発としては、事例と標準的記載例を
中心とするコンテンツを作成する。特に、原
死因を適切に記載・選択する事を主要な目的
としており、医学的因果関係のとらえ方を重
点にした記載例を作成する。 
 様々な領域の専門家から構成される各分担
研究者、研究協力者の協力により、死亡診断
書・死体検案書等を作成する上で記載に悩む
ような事例を収集する。問題となる点や課題
を抽出し、ICD-10 の原死因選択ルールに基づ
いた模範記載例（標準的記載例）を作成し、e-
ラーニングのシステムとした。記載例につい
ては、研究班員全員でのブラッシュアップを
行い、幅広い想定事例を作成する。 
 
（倫理面への配慮） 
 例示の作成に際しては、内容を編集し、個
人情報や個人が特定できるような内容は含ま
ないようにした。 
 
Ｃ．研究結果 
  死亡診断書・死体検案書作成の際に、記載の

しかたに悩む場合として、急性疾患後の経過
の長い事例などを中心に事例を設定し、それ
ぞれについて模範記載例（標準的記載例）を作
成した。さらに、収載した全事例についてブラ
ッシュアップを行った。 
 
Ｄ．考察 
 死亡診断書、死体検案書は人間の死亡の医
学的・法律的な証明であり、死亡に立ち会った、
または死体を検案した医師が作成する。その
作成にあたっては、医学的診断のみならず、外
因の場合では状況、経過の長い場合や複数の
病態が関与する場合にはそれぞれについての
医学的因果関係も考慮するため、時に記載の
際に悩む例も少なくない。 
 死亡診断書、死体検案書は、わが国の死因統
計を作成する際の資料となる。死因統計は、わ
が国の保健衛生行政や社会的にも広く活用さ
れており、保健衛生政策を実施していく上で
の基盤データのひとつである。一人一人の死
亡診断書、死体検案書の記載内容（死因欄に記
載された傷病から選択された原死因）が死因
統計の分類を行う上での基礎となっており、
記載に苦慮する事例での適切な記載例（標準
的記載例）を求める声もある。 
 本研究では実際の事例に即した形での教育
コンテンツを作成した。このコンテンツにつ
いては、クイズ形式の自習のコンテンツのみ
ならず、困ったときに参照できる形で、収載



事例を充実させた。 
 死亡診断書・死体検案書の適切な記載は、
直接的・間接的に死因統計の精度向上を介し
て、国民の健康増進や福祉の向上に大きく寄
与することが期待される。死亡診断書・死体
検案書の作成については、どのような形で記
載内容が統計作成に利用されているかを熟知
しておく必要があるが、医学部の学部教育だ
けでなく、現場で診療や死体検案に従事する
医師を対象とした研修会での普及・啓発も不
可欠である。作成した教育コンテンツは、標
準記載例についての事例を充実させ、講義や
研修会等でも活用できるよう配慮した。 
 
Ｅ．結論 
 死亡診断書・死体検案書の標準的な記載例
を収載した教育コンテンツを作成し、適切な
記載についての内容例示を充実させた。死亡
診断書・死体検案書の記載に苦慮する例にお
ける作成の一助となるとともに、死因統計の
精度向上、ひいては国民の健康増進・福祉の向
上に大きく寄与することが期待される。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  該当なし。 
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